
 

 

 

和解契約書（全部） 

 原子力損害賠償紛争解決センター平成○○年（東）第○号（以下「本件」

という。）について、有限会社Ⅹ（以下「申立人」という。）と被申立人東

京電力株式会社（以下「被申立人」という。）は、次のとおり和解する。 

１ 和解の範囲 

申立人と被申立人は、本件に関し、下記の損害項目について和解する

こととし、それ以外の点については本和解の効力は及ばないことを確認

する。 

記 

   損害項目 財物損害 

        申立人所有に係る以下の財物 

① ○○○（スポーツ器具）  数量５式 

② ○○○（スポーツ器具）  数量１式 

③ ○○○（スポーツ器具）  数量４式 

④ ○○○（電化製品）    数量１台 

２ 和解金額  

  被申立人は、申立人に対し、第１項所定の損害項目に対する和解金と

して、合計金９８７万４，９５９円の支払い義務があることを認める。 

 （内訳） 

① ○○○（スポーツ器具）                 

（数量５式一括）     ５９８万５，０００円 

② ○○○（スポーツ器具）                 

（数量１式）       １２８万２，５００円 

③ ○○○（スポーツ器具）                 

（数量４式一括）     ２４５万８，１２５円 

④ ○○○（電化製品）                 

（数量１台）        １４万９，３３４円       

３ 既払金 

申立人及び被申立人は、被申立人が申立人に対し、第１項記載の損害

について、平成２５年３月６日付和解契約（原子力損害賠償紛争解決セ

ンター平成○○年（東）第○号）に基づき合計金６５８万６，７３０円

を支払い済みであることを確認する。 

 （内訳） 

旧警戒区域でスポーツ関連事業を営んでいた申立会社の事業用動産

について、取りあえず、1 回目の和解では法定耐用年数等を用いて損害

額が算定されたが、今回の和解において、取得価格を基に実際の効用持

続年数を用いて算定した価格を損害額とし、1 回目からの追加分が賠償

された事例。 
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① ○○○（スポーツ器具）                 

（数量５式一括）     ３９８万４，７６６円 

② ○○○（スポーツ器具）                 

（数量１式）        ８５万３，８９１円 

③ ○○○（スポーツ器具）                 

（数量４式一括）     １６３万６，６１０円      

④ ○○○（電化製品）                 

（数量１台）        １１万１，４６３円       

４ 支払方法 

  （省略） 

５ 財物の所有権の留保 

  申立人及び被申立人は、第１項記載の損害項目に掲げる各財物の所有

権は、前項の支払いによって被申立人に移転せず、申立人に留保される

ことを相互に確認する。 

６ 清算条項 

  申立人と被申立人は、第１項記載の損害項目については、本和解に定

める金額を超える部分につき、本和解の効力が及ばず、申立人が被申立

人に対して別途損害賠償請求をすることを妨げないことを相互に確認

する。 

７ 手続費用 

  本件に関する手続費用は、各自の負担とする。 

以上  

 

 本和解の成立を証するため、本和解契約書２通を作成し、申立人及び被

申立人が署名（記名）押印のうえ、申立人が１通を、被申立人が１通をそ

れぞれ保有するものとする。また、被申立人は本和解契約書の写し１通を、

原子力損害賠償紛争解決センターに交付する。 

平成２５年８月１日 

 

 

（仲介委員 八木清文） 


